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令和３年度 電気安全セミナー

【令和2年度】
⾃家⽤電気⼯作物の

⽴⼊検査の概要について

北海道産業保安監督部 電⼒安全課
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１．⾃家⽤電気⼯作物の設置状況

 新設、設備更新に合わせた増強及び建替
 福祉施設の新設や設備の⾼圧化
 防災対策やＢＣＰ対策として⾮常⽤予備発電装置の設置

2

表1 令和２年度末⾃家⽤電気⼯作物設置件数（規模別）（単位︓件､％）

受電電圧
最⼤電⼒

低圧
(〜600V)

⾼圧 特別⾼圧
(7000V〜)

合計
50kW未満 50kW以上

500kW未満 500kW以上 ⼩計

選任形態

選任・統括
許可・兼任 4,199 452 1,350 606 2,408 160 6,767

外部委託 1,702 5,666 28,111 2,360 36,137 0 37,839

合計 5,901 6,118 29,461 2,966 38,545 160 44,606

(前年度⽐%) 106.7 101.4 100.9 101.0 101 101.9 101.7

１．⾃家⽤電気⼯作物の設置状況

 ⾃家⽤電気⼯作物の設置件数は横ばい･･･⾃社（企業内）の資格者は減少
 外部委託に変更する事業場の全体に占める割合は増加
 資格者確保に向けた⼈材育成等の計画が重要

3

低　圧 高　圧 特別高圧 合　計 構成比

選  　任 265 638 117 1,020 2.3

統　  括 3,730 1,181 43 4,954 11.1

許　  可 112 142 － 254 0.6

兼    任 92 447 － 539 1.2

外部委託 1,702 36,137 － 37,839 84.8

合    計 5,901 38,545 160 44,606 100.0

※ 構成比は、端数四捨五入により計が合わないことがある。

表２　令和２年度末自家用電気工作物設置件数
(選任形態別）（単位：件､％）
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２．⽴⼊検査計画

電気事業法第107条第4項に
基づく⽴⼊検査

保安規程の遵守状況〜電気事業法第４２条
電気主任技術者の執務状況〜電気事業法第４３条
電気⼯作物の維持・管理状況〜電気事業法第３９条

⾃主保安の取り組みの把握

4

２．⽴⼊検査計画

 「電気事業者⼜は⾃家⽤電気⼯作物を設置する者への⽴⼊検査実施要領（内
規）」（平成24年9⽉19⽇付け20120919商局第24号）から抜粋

① 電気関係報告規則第3条の規定に該当する事故が発⽣した事業⽤電気⼯作物であって、保安上の観点から検査が必要と認められるもの。
② 法第40条の規定により技術基準に適合するように命じられた（以下｢技術基準適合命令」という。）事業⽤電気⼯作物であって、その
改善措置の内容から検査が必要と認められるもの。
③ 原則として、累積運転時間が10万時間⼜は累計起動回数が2,500回を超えた事業⽤電気⼯作物で、経年劣化のおそれのあるもの。ただ
し、事業⽤電気⼯作物の状況は、設計、劣化要因によって異なるため、その状況から判断して、保安上⽴⼊検査の実施が必要と認められる
もの。
④ これまで使⽤実績がない⼜は少ない技術を⽤いた事業⽤電気⼯作物で、保安上⽴⼊検査の実施が必要と認められるもの。
⑤ 電気事業はもとより、交通、放送、医療、通信、ガス、上下⽔道等の社会的に重要と認められる事業⽤電気⼯作物で、当該電気⼯作物
における事故の発⽣が社会的混乱を⽣じ⼜はそのおそれがある場合において、出⼒の規模、設置地域の状況等を勘案して、社会的影響が⼤
きく、保安上⽴⼊検査の実施が必要と認められるもの。
⑥ 保安規程に基づく事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤が適切に⾏われていないおそれのあるもの⼜は主任技術者が事業⽤電気⼯作
物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督を⾏っていないおそれのあるもの等、保安の確保が適切でないおそれのある事業⽤電気⼯作物
で保安上⽴⼊検査の実施が必要と認められるもの。
⑦ 電気保安の実態を把握するために、⽴⼊検査が必要と認められるもの。

① 電気事故が発⽣した事業場
② 技術基準適合命令のあった事業場
③ 経年劣化のおそれのある事業場
④ 新技術を⽤いている事業場
⑤ 社会的に重要と認められる事業場
⑥ 保安の確保が適切でないおそれのある事業場
⑦ その他、⾃主保安の取り組みの把握

年度計画を策定
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３．⽴⼊検査実施状況

 ⽴⼊検査の実施エリアを振興局単位で分けて実施
 電気保安の実態を把握するため⽴⼊検査が必要と認められるもの

6

表３ 立入検査実施状況（選任形態別）（単位：件､％）

後志 留萌 ｵﾎｰﾂｸ 十勝 根室 合計 構成比

選 　任 1 1 10.0

統   括 1 1 10.0

許   可 0 0.0

兼   任 1 1 10.0

外部委託 1 3 1 2 7 70.0

合    計 0 1 5 2 2 10 100.0

構成比 0.0 10.0 50.0 20.0 20.0 100.0

※ 構成比は、端数四捨五入により計が合わないことがある。

３．⽴⼊検査実施状況

 最⼤電⼒１００ｋＷ〜５００ｋＷ以上の事業場を多く実施

7

～49 50～99 100～299 300～499 500～

選  　任 1 1 10.0

統    括 1 1 10.0

許　  可 － 0 0.0

兼    任 1 － 1 10.0

外部委託 1 3 1 2 － 7 70.0

合    計 0 0 1 4 2 3 0 10 100.0

構成比 0.0 0.0 10.0 40.0 20.0 30.0 0.0 100.0

※ 構成比は、端数四捨五入により計が合わないことがある。

低　圧 合　計 構成比
　高　　　圧（ｋW)

特別
高圧

表４　 立入検査実施状況（規模別）                                     （単位：件､％） 　
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４．⽴⼊検査結果

 ⽴⼊検査実施事項〜１６事業場で改善指⽰事項あり
＜机上検査＞
・設置者の電気保安意識
・電気主任技術者の執務状況
・不良電気⼯作物の改修状況
・関係書類の保管・整備状況
・関連の⼿続き状況 等

＜現場検査＞
・ＧＲ付きＰＡＳの設置状況
・⾼圧ケーブル、電気室またはキュービクル等の
施設状況
・ＰＣＢ使⽤電気機器の使⽤・保管状況 等

8

検査の結果（選任形態別）　

なし １～２件 ３～４件 ５件以上

1 1 100.0

1 1 0.0

0 0.0

1 1 100.0

5 2 7 28.6

6 3 1 10 40.0

60.0 30.0 0.0 10.0 100.0

による指示事項」とは、保安規程関係、電気設備関係の改善指示

託事業場の場合、設置者の責によらず、保安業務受託者の責に属

については、指示をしていない場合もある。

端数四捨五入により計が合わないことがある。

（単位：件､％） 

　指示事項
合　計 不良率

４．⽴⼊検査結果

具体的には・・・
・保安規程に定める点検周期通りに実施されていない
・巡視点検の記録が適切になされていない
・保安規程変更⼿続きがなされていない
・運転操作基準が適切に定められていない

 電気主任技術者の執務、保安規程遵守状況及びその他⼿続きの改善指⽰

電気主任技術者執務状況・・・１件
保安規程⼿続き状況・・・１件
保安規程遵守状況・・・２件

⾃家⽤電気⼯作物設置者として・・・
・保安規程が有効に機能しているか不
断の⾒直し
・法令遵守を含めた保安管理意識の
向上

保安法⼈・管理技術者として・・・
・設置者とのコミュニケーションを密にする
・保安管理業務を受託した者として⼗分
な指導・助⾔を⾏う

9－　5　－



４．⽴⼊検査結果

具体的には・・・
－受配電設備
・地絡遮断装置の未設置。
・⾼圧架空電線が植物に接触している。
・避雷器の未設置。
・ＰＣＢ機器の未分析
－負荷設備
・電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない。
・⾼圧受電設備に重要な継電器が適切に取替がされていない。

 電気設備関係改善指⽰

受配電設備不良事項・・・４件
負荷設備不良事項・・・２件

10
割と⾝近にある不良事項である。

５．おわりに

⾃家⽤電気⼯作物の保安確保は、設置者の⾃主
保安が原則であり、電気保安に対する意識の⾼
揚が不可⽋であるとともに、主任技術者、保安
法⼈・管理技術者の皆様の強いリーダーシップ
が発揮されてこそ電気保安の確保が可能となる。

保安の確保には、相応のコストが発⽣するもの
の、適切な点検や計画的な設備の更新・補修を
⾏うことで最⼩限に抑制できる。

これまで同様、引き続き⾃家⽤電気⼯作物の安
全確保にご尽⼒いただきますようお願いいたし
ます。
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  北海道産業保安監督部は、２０２０度に管内で発生した電気事故（発電所に係るもの

を除く。）について、電気関係報告規則第３条の規定に基づき、電気事業者及び自家用

電気工作物設置者から提出された電気事故報告を基に取りまとめましたので、以下にそ

の概要について説明します。（全国の数字は、２０１９年度電気保安統計を基にしてい

ます。） 

  ２０２０度に管内で発生した電気事故は、電気関係報告規則に基づいて報告され、総 

件数は１６件となっており、昨年より２件減少しました。（表１－参照） 

 以下、全国的に発生件数の多い感電死傷事故、電気火災事故、破損事故並びに波及事

故について、道内事故等の概要を紹介します。 

 

 

内容 件数 内容 件数 

感電死傷事故 4 自家用電気工作物の破損又

は誤操作若しくは自家用電

気工作物を操作しないこと

により一般電気事業者等に

供給支障事故を発生させた

事故（波及事故） 

10 電気火災事故 １ 

主要電気工作物

の破損事故 
0 

供給支障事故 1 
電気工作物に係る社会的影

響を及ぼした事故 
0 

  合計 16 

 

  

 ●はじめに● 

表１ ２０２０度電気事故発生件数（種類別） 
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  過去１０年間の感電死傷事故報告件数の推移は第１図のとおりで、２０１６年度に７

件と最も多く発生しました。 

２０２０度は、自家用電気工作物（送電線、変電所、配電線、需要設備）において全

て発生しました。 

原因別には第２図のとおり、作業方法不良、作業準備不良、被害者の過失によるもの

でそれぞれ２件、１件、１件となっています。 

《感電死傷事故》 

２０２０度４件（作業者が 3 件、公衆が１件）の発生となっています。事故の概要は次

のとおりです。 

＜作業準備不良１件＞ 

①保管中の電気機器の絶縁油を採取し、PCB 含有検査を予定して、変圧器上蓋開放用の

工具を取りに被災者が屋上キュービクルに向かったが、しばらく戻らなかったため応援

者が様子を見に行ったところ、キュービクルの前に横たわっているのを発見した。キュ

ービクルの扉が開放状態であった事などから感電である事と思い救急車を要請し、病院

で搬送した。 

＜作業方法不良２件＞ 

②遮断器の機器点検作業のため、6kV キュービクルから遮断器を引き出した後、被災者は

作業責任者の指示の下、6kV キュービクル内の遮断器断路部を清掃するため同部分を隔

離していたシャッターを開き、充電中の 6kV 母線（遮断器の断路部）に接近または接

触し被災した。 

③ホットスティック工法による高圧ピン碍子取替え作業で、高所作業車で所定の作業を終

えて、被災者が高圧線支持解除を行うため、高所作業車のバケット内で体の向きを変え

ようとした際、体勢を崩し咄晩に左手で高圧線（中線）を握り、右手が本柱（または支

柱）に接触していたため感電した。 

＜被害者の過失１件＞ 

④ 被災者は送電線下に高所作業車を配置し、リース前の高所作業車のバケットに乗り、

一人で点検作業をするためブームを伸ばしたところ、送電線に接近して感電したもの

と推定される。 

 １．感電死傷事故 
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 作業準備不良や作業方法不良については、関係者と十分な確認をせずに安易に作業をし

た結果、あるいは慣れた作業に対する安全意識の低下が招いた事故と考えています。  

まずは、停電作業を確実に行い、作業の中に潜む危険がないか関係者で話し合い、確認

しながら最善の作業手順、作業方法を定めることが大切です。 
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過去１０年間の報告件数の推移は、第３図のとおりです。  

２００４年４月の電気関係報告規則の改正により電気火災事故の報告対象が「工作物に

あっては、その半焼以上の場合に限る。」となって以降、該当する電気火災事故の報告は

ありませんでしたが、２０１４年度以降は２０１９年度を除き、事故の報告が１件ないし

２件あります。 

なお、２０２０年度は１件報告がありました。 

全国的にみると、各年度で増減はあるものの、最近は１０件前後で推移していました

が、２０１９年度は２３件と２倍以上（自家用電気工作物は例年どおり７件でしたが、そ

れ以外のものが大幅に増えています。）となっています。 

いずれにしても事故報告の対象とならない半焼未満での電気火災事故を考えると、電気

火災は多く発生しています。（総務省消防庁が公表している各年における火災の概要につ

いてからも、建物火災の発生件数は減少しているものの２万件報告があり、建物火災の出

火原因の配線器具、電灯電話等の配線、電気機器を合わせると３千件以上発生していま

す。） 

 

《電気火災事故の防止対策》 

電気火災は、漏電・ショートに起因する火災であり、普段から見回り（点検）の強化、

火源となる可燃物の管理、電気機器や配線コードの健全性確認等、火災対策の基本を徹底

することに留意しておかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ２．電気火災事故 
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 ２０２０度は報告がありませんでした。 

《主要電気工作物の破損事故の防止対策》 

当該事故は、各設置者が適切に保守管理していても、避けられないものがあります。 

事故が発生した場合には、当該事故を教訓とし、同じ事故を起こさないよう原因究明

し、再発防止に尽力されることを期待するものです。 

 

 

 

 

２０２０度は１０件発生しています。 

管内においては、１９９９年度３２件を頂点に減少傾向となり、２００８年度と２０１

０年度に一桁まで減ったものの、２０１２年度から２０件台で推移していました。２０１

７年度以降は１２～１３件で推移しています。 

なお、２０１６年４月電気関係報告規則改正により自然現象に起因する波及事故（風

雨、雷等）は、速報（事故発生後２４時間以内に事故の発生概要の報告を求めるもの）の

みの扱いとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ３．主要電気工作物の破損事故 

 ４．波及事故 
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 《波及事故の原因》 

「自然現象」が５件と最も多く、その内４件が雷となっています。 

「自然現象」以外では、「保守不完全」、「故意・過失」、「他物接触」によるものが

それぞれ２件、２件、１件発生しています。 

「保守不完全」では、事故を起こした開閉器はメーカーから塩分の影響による発錆によ

り指針軸が固渋し、開放できなくなる可能性があると知らされており、更に事故前の年次

点検で不具合が確認されていたにもかかわらず、何の措置もせずにそのまま使用していた

もので、主任技術者の意見を尊重し、適切な処置をしていれば防げたものと考えられま

す。「故意・過失」では、いずれも点検のために取り付けた接地短絡器具又は三相短絡線

を取り外すのを忘れ、区分開閉器を投入したもので、関係者とのコミュニケーションを図

り、作業の方法等について確り現場を確認し、安全措置を講ずることにより防ぐことがで

きたものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《波及事故の発生時期（季節）》 

２０２０度は、６月に集中し、発生件数全体の６０％の６件が発生しました。そのう

ち自然現象（雷）によるものが４件となっています。 

また、台風に起因する事故は、台風が勢力を落とし熱帯低気圧になってから発生して

いましたが、ここ２年ほど報告がありませんでしたが、２０２０年度は、８月に１件、

風雨により樹木が配電線に接触して発生しています。 

 

《波及事故発生の電気工作物》 

事故を起こした電気工作物は、例年どおり「開閉器」によるものが最も多く、１０件

中６件発生しています。 
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原因は、「雷」によるものが４件、「故意・過失」によるものが２件、「保守不完

全」によるものが１件と、これらで全体の７０％を占めています。 

なお、例年事故の多い「引込ケーブル」の事故は発生していません。（２０１９年度

は１件発生しています。） 
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《波及事故の防止対策》 

直近の３年間では、２０１８年度は１２件中６件（５０％）、２０１９年度は１２件中

５件（４２％）、２０２０年度１０件中４件（４０％）が雷に起因する波及事故となって

います。 

前もって雷害に備えた対策を講ずることが、波及事故の防止や被害の抑制のため重要で

す。波及事故は、自らの事業場を操業停止にさせるだけに留まらず、他の事業場の操業に

も影響を及ぼすものです。操業停止に伴う経済的損失の補償にも繋がりかねません。重要

な設備を雷害から守るためには、新設時や設備更新時に避雷器の設置を念頭に設備対策を

講じて頂ければと思います。 

受電点付近の事故防止には、「開閉器」や「高圧引込みケーブル」などの設備に対する

点検結果や各種試験測定結果から、劣化傾向を把握し、事故が起きる前に電気設備を計画

的に更新する等、予防保全に取り組むことが効果的であると考えます。 

また、保護装置の電源が負荷側から供給されている事業場も多く、制御電源喪失によっ

て保護装置が動作出来なくて事故となったものも多くあります。保護装置の制御電源を電

源側から供給するＶＴ内蔵型の開閉器を採用することで地絡、短絡が生じ設備損傷が発生

しても保護装置の電源が確保されることで波及事故に至らずに済む場合もあり、設備更新

時における検討事項の一つとして配慮して頂ければと考えます。 

ひとたび波及事故を起こすと、設備の更新・補修等に要する経費がかかるのみならず、

停電等に伴う需要家に対する補償等多大な出費が伴うことも少なくないことから、このよ

うな事態を回避するためにも、適切な保守管理を実施し、計画的に設備更新を行うことが

肝要です。 

全ての自家用電気工作物設置者の安全意識が高まることが望まれますが、事故を起こし

た自家用電気工作物設置者の殆どが安全意識に希薄な面があると感じられます。 

電気工作物に接近して作業を行う場合は、電気主任技術者が中心となり作業現場の状況

を把握し、無理のない作業計画を作り、危険予知活動に取り組み、潜在的危険を踏まえた

保安対策を確実に実践することが益々重要であると考えています。 
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 皆さま御承知のとおり、電気工作物を設置する者は、「電気設備の技術基準」に適合す

るよう電気工作物を設置し、維持しなければなりません。 

電気の安全は、電気主任技術者を中心とした電気保安に携わる皆さまの日頃の努力の

積み重ねがあってこそ確保されるものであります。 

しかしながら、自主保安の意識が欠如している設置者も少なからずいるのも事実であ

り、利益を最優先するがあまり、設備改修や更新が後回しとなり、電気事故が起きている

ことも事実と考えています。 

改めまして、電気工作物設置者の皆さまには、今一度「保安規程」の内容が保安を確保

するために十分なものであるか確認し、必要な措置を講じられますよう取り組んで頂けれ

ばと思います。 

電気工作物設置者の自主保安体制の強化・充実を図るために、ここで紹介した内容が

電気保安に携わる皆さまに何かしらの参考となれば幸いです。 

 

 ●終わりに● 
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参 考 資 料 
 

 

自家用電気工作物における 

浸水対策の取組事例について 

（経済産業省産業保安グループ電力安全課） 

 

電気保安功労者候補者の推薦について 

（北海道産業保安監督部） 

 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品 

及び PCB 廃棄物の期限内処理について 

 

 

 

 

経済産業省 

北海道産業保安監督部 電力安全課 
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電気保安功労者候補者の推薦について 

 

                               北海道産業保安監督部 

                                                        電 力 安 全 課 

 

経済産業省では、広く国民に電気使用の安全に関する知識と理解を深め、電気事故の未然防止

に資することを目的として、昭和５６年度から、年間を通して感電死傷事故の発生が最も多い８

月（※１）を「電気使用安全月間」と定め安全運動を展開しているところですが、当部において

は、電気使用安全月間の主要行事として、電気保安の確保に顕著な功績のあった者を電気保安功

労者（※２）として表彰を行っております。 

令和２年度、令和３年度については別紙一覧のとおり受賞者を決定し「経済産業大臣表彰」「北

海道産業保安監督部長表彰」を行いました。 

受賞者の選定にあたっては、北海道電気安全委員会からの推薦に基づき当部及び経済産業省本

省の選考審査会において決定しているところですが、候補者の選定についてはできる限り多くの

方々からの情報に基づき作業を進めていきたいと考えております。 

つきましては、身近に電気保安功労者にふさわしい工場がある、主任技術者がいるといった情

報があれば、下記までお寄せ下さい。 

 

 

  連  絡  先  
 
   北海道電気安全委員会 
    （事務局：一般社団法人日本電気協会北海道支部内） 
       電話 ０１１－２２１－２７５９ 
 
 
   経済産業省北海道産業保安監督部 電力安全課   
       電話 ０１１－７０９－１７９５ 
        E-mail：hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp 
 

              

※１ ８月は暑い日が多く、発汗、軽装、注意力の低下などにより感電事故が発生しやすい。 

 

※２ 電気保安功労者の部門内訳 

ａ．工場等の部 

ｂ．電気工事業者の営業所の部 

ｃ．個人の部：電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者、ダム水路主任技術者、 

       電気工事士、電気保安関係永年勤続者、災害等非常の場合の電気保安功労者 

ｄ．団体の部  
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令和２年度電気保安功労者 

経済産業大臣表彰受賞者一覧（北海道管内分） 

 

１． 工場等の部 

該当無し 

 

２． 電気工事業者の営業所の部                （五十音順、敬称略） 

営業所の名称 代表者氏名 所在地 

第一電気工業株式会社 代表取締役 高橋 雄治 旭川市 

株式会社タクシンエンジニア 代表取締役社長 竹内 敬詞 札幌市 

 

３． 個人の部（主任技術者）                     （敬称略） 

氏名 居住地 所属 

井澤 廣一郎 苫小牧市 一般財団法人北海道電気保安協会 

 

４． 個人の部（電気工事士）                                       

該当無し 

 

５． 団体の部 

該当無し 
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令和２年度電気保安功労者 

北海道産業保安監督部長表彰受賞者一覧 

 

１． 工場等の部 

該当無し 

 

２． 電気工事業者の営業所の部                （五十音順、敬称略） 

営業所の名称 代表者氏名 所在地 

有限会社片山電気商会 代表取締役 片山 源太 斜里町 

株式会社加藤電機商会 代表取締役 加藤 孝一 歌志内市 

株式会社田島電気商会 代表取締役 田島 克規 旭川市 

株式会社ＨＯＫＵＳＨＩＮ 代表取締役社長 新海 勇治 札幌市 

北海道タツヲ電気株式会社 代表取締役 木村 賢史 札幌市 

 

３． 個人の部（主任技術者）                 （五十音順、敬称略） 

氏名 居住地 所属 

井幡 久靖 北広島市 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

岩筋 道博 苫小牧市 王子エンジニアリング株式会社 

草地 二三夫 様似町 新日本電工株式会社 

佐藤 喜一 滝川市 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

山岸 嘉平 浦幌町 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

 

４． 個人の部（電気工事士）                                       

該当無し 

 

５． 団体の部 

該当無し 
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令和３年度電気保安功労者 

経済産業大臣表彰受賞者一覧表（北海道管内分） 

 

１． 工場等の部                             （敬称略） 

工場等の名称 代表者氏名 所 在 地 

新札幌乳業株式会社 代表取締役 竹内 久夫 札幌市 

 

２． 電気工事業者の営業所の部                      （敬称略） 

営業所の名称 代表者氏名 所 在 地 

株式会社松島 代表取締役 大友 篤志 帯広市 

 

３． 個人の部（主任技術者）                       （敬称略）                   

氏 名 居 住 地 所 属 

宮中 邦夫 当別町 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

 

４． 個人の部（電気工事士）                   

該当無し 

 

５． 団体の部 

該当無し 
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令和３年度電気保安功労者 

北海道産業保安監督部長表彰受賞者一覧 

 

１． 工場等の部 

該当無し 

 

２． 電気工事業者の営業所の部                  （五十音順、敬称略） 

営業所の名称 代表者氏名 所 在 地 

株式会社創電 代表取締役社長 鈴木 一寛 岩見沢市 

拓北電業株式会社 代表取締役社長 鈴木 暁彦 札幌市 

鶴岡電気 代表 鶴岡 浩一 旭川市 

株式会社本間商店 代表取締役 本間 邦男 ニセコ町 

明作電設工業株式会社 代表取締役 加藤 一夫 釧路町 

 

３． 個人の部（主任技術者）                   （五十音順、敬称略）                   

氏 名 居 住 地 所 属 

二階堂 敬啓 札幌市 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

橋本 誠司 江別市 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

吉岡 弘見 北見市 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 

 

４． 個人の部（電気工事士）                   

該当無し 

 

５． 団体の部 

該当無し 
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［終了］
［終了］

［終了］
［終了］

［終了］
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  講  演  資  料 
 

 

 

 

 

３．令和２年度 電気事故事例 

 

（令和３年度 設備診断技術研究会成果報告） 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 日本電気技術者協会北海道支部 

設 備 診 断 技 術 研 究 会 

 

 

 





設備診断技術研究会成果報告
(２０２０年度電気事故事例)

日本電気技術者協会北海道支部
設備診断技術研究会

２０２２年２月

２０２０年度電気事故

感電死傷事故(４件)

計1６件

電気火災事故(1件)

波及事故(1１件)
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感電死傷事故

•感電又は電気工作物の損壊若
しくは電気工作物の誤操作若し

くは操作しないことにより人が

死傷した事故（死亡又は治療

のため入院した場合で、検査

のための入院を除く）

思い付き作業にて低圧変流器を
撤去しようとし、低圧銅バーに

触れ感電

侵入経路
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高圧遮断器点検中に

充電中の回路に触れ感電
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高圧ピン碍子取替工事の際に高圧
線に触れ感電

－　30　－



（事故状況等）

高所作業車の点検中にバケットに
乗りブームを伸ばした際に、送電線

に触れ感電
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高圧線スリーブカバーから発火し、
電柱付近に滴下により火災
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24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 R2年度

波及事故発生件数の推移

直撃雷（推定）により高圧開閉器が
焼損し地絡・短絡
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塩分の影響にて発錆した高圧開閉
器が焼損し地絡・短絡
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落雷により高圧開閉器が焼損し地
絡・短絡（１）
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落雷により高圧開閉器が焼損し地
絡・短絡（２）
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落雷により高圧開閉器が焼損し地
絡・短絡（３）
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強風による倒木にて高圧開閉器
が焼損し相間短絡

事故の写真はありません
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特別高圧電力線が施工不良に
より断線し地絡

－　41　－



短絡接地取り外し失念による短
絡・地絡（１）
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キュービクル内に侵入した蛇が高
圧機器に触れ地絡

事故の写真はありません
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短絡接地取り外し失念による短
絡・地絡（２）
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経年劣化した高圧機器が地絡・短
絡
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波及事故・・・1１件

自然現象 ５

保守不備 3
故意・過失 2
設備不備 1
他物接触 1
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ご清聴ありがとうございました

日本電気技術者協会北海道支部
設備診断技術研究会
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  講  演  資  料 
 
 
 
 

 

４．低圧電路における絶縁不良と 

  その管理方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチ計測器株式会社 
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お 知 ら せ 
 

 

１． 北海道電気安全委員会の概要 

 

２． 令和２年度 電気保安功労者の表彰 

（北海道電気安全委員会） 

 

３． 令和３年度 電気保安功労者の表彰 

（北海道電気安全委員会） 

 

４． (一社)日本電気協会北海道支部 入会のしおり 

 

５． (公社)日本電気技術者協会 入会案内 

 

６． 電気安全ビデオのご案内 

 

 

 

 

 

 





 
北 海 道 電 気 安 全 委 員 会 の概 要  

 
 

I. 目的、会員等 
本会は、北海道内の電気による災害を防止するため、電気安全に関する知識の普及 

徹底を図ることを目的として、昭和 36 年 12 月 19 日に設立されました。 
会員は、北海道地域内の電気事業者、電気工事業者、電気用品関係者、電気使用者 

及びこれらの関係団体で本会の目的に賛同する者で構成されています。 
 
II. 事業の内容 

本会の目的を達成するため、つぎの事業を行うこととしています。 
１． 技術向上のための調査研究及び指導 
２． 電気用品に関する調査及びＰＲ 
３． 電気工事に関する調査及びＰＲ並びに指導 
４． 表彰 
５． その他本会の目的達成に必要な事項 

 
具体的な事業の内容としては、次のとおりです。 

 
(1) 電気使用安全月間 
① 関係機関、諸団体と協調してメッセージ及びポスター等を配布し、安全意識

の啓発を図る。 
② 関係企業・諸団体の協力を得て、北海道産業保安監督部と共催で「北海道電

気安全大会」を開催し、電気保安功労者の表彰及び講演等を行う。   
(2) 電気安全セミナー 

道内主要地区において、北海道産業保安監督部及び関係企業・諸団体の協力

を得て、電気関係者を対象とした「電気安全セミナー」を開催し、安全意識と

技術の向上を図る。 
(3) 啓発ＰＲ活動 
① 電気に関する安全知識の普及と安全意識の高揚及び安全管理、事故対策の

向上を図るための資料を配付する。 
② 新技術や関係法令改正等に伴う知識、内容等を的確に周知するため、セミ

ナーや説明会を開催しＰＲを行うとともに、会員に情報を提供する。 
(4) 電気保安功労者の推薦 

電気保安功労者の経済産業大臣表彰候補者及び北海道産業保安監督部長表

彰候補者の推薦を行う。 
(5) 電気安全全国連絡委員会との連携 

電気安全全国連絡委員会主催の委員会、常任委員会等へ積極的に参加し、連

携を深めるとともに情報の収集に努める。 
 

III. その他 
本会の会費は、一口一事業年度につき 3,000 円です。 

 
 

 入会等のご照会は下記までお願いします。 
 

北海道電気安全委員会  TEL 011-221-2759 、FAX 011-222-6060 
〒060-0041 札幌市中央区大通東３丁目 北海道電気会館 

            一般社団法人 日本電気協会 北海道支部内  
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令和２年度電気保安功労者 

北海道電気安全委員会 委員長表彰受賞者 

 

１．工場等の部 …  ３工場                  （五十音順、敬称略） 

名      称 代  表  者 所  在  地 

株式会社 佐藤製
さとうせい

線所
せんじょ

 代表取締役社長 福岡
ふくおか

  敦
あつし

 室蘭市
むろらんし

 

株式会社 日邦
にっぽう

バルブ 代表取締役社長 菅原
すがわら

  博
ひろし

 苫小牧市
と まこまい し

 

北海道
ほっかいどう

ファインケミカル株式会社 代表取締役社長 長谷川
は せ が わ

 栄治
え いじ

 函館市
はこだてし

 

２．電気工事業者の営業所の部 …  ８営業所      

名      称 代  表  者 所  在  地 

株式会社 エレワーク 代表取締役   菅原
すがわら

 貞
さだ

雄
お

 札幌市
さっぽろし

 

新栄
しんえい

電設
でんせつ

株式会社 代表取締役   森
もり

  洋一
よういち

 旭川市
あさひかわし

 

太平
たいへい

電気
で んき

株式会社 代表取締役社長 松見
ま つみ

 哲也
て つや

 室蘭市
むろらんし

 

東和
と うわ

電工
でんこう

有限会社 代表取締役   湊谷
みなとや

  廣
ひろし

 釧路市
く し ろ し

 

有限会社 平野
ひ らの

電機
で んき

商会
しょうかい

 代表取締役   平野
ひ らの

 静子
し ずこ

 古平郡
ふるびらぐん

古平町
ふるびらちょう

 

北東
ほくとう

電気
で んき

株式会社 代表取締役   要害
ようがい

  寿
ひさし

 千歳市
ち と せ し

 

株式会社 三和
み わ

電機
で んき

 代表取締役   三和
み わ

 寿
ひさ

志
し

 中川郡
なかがわぐん

中川町
なかがわちょう

 

株式会社 最上
も がみ

電気
で んき

 代表取締役   最上
も がみ

 芳
よし

正
まさ

 富良野市
ふ ら の し

 

３．個人の部… ７名 

区  分 氏  名 居 住 地 所     属 

主任技術者 

葛間
く ずま

  功
いさお

 札幌市
さっぽろし

 一般社団法人 北海道電気管理技術者協会 

栗原
くりはら

 正之
まさゆき

 苫小牧市
と まこまい し

 一般財団法人 北海道電気保安協会 

千葉
ち ば

 文男
ふ みお

 旭川市
あさひかわし

 一般財団法人 北海道電気保安協会 

古谷
ふ るや

 守生
も りお

 釧路市
く し ろ し

 一般財団法人 北海道電気保安協会 

電気工事士 
島田
し まだ

  要
かなめ

 河西郡
かさいぐん

芽室町
めむろちょう

 株式会社イーグル電気
で んき

 

渡邉
わたなべ

 裕嗣
ひろつぐ

 虻田郡
あぶたぐん

京 極 町
きょうごくちょう

 有限会社 ルリ商工
しょうこう

 

電気保安関係 
永年勤続者 中野

な かの

 彰一
しょういち

 函館市
はこだてし

 一般社団法人 北海道電気管理技術者協会 

 

以上 
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令和３年度電気保安功労者 

北海道電気安全委員会 委員長表彰受賞者 

 

１．電気工事業者の営業所の部 …  ８営業所                 （五十音順、敬称略）  

名      称 代  表  者 所  在  地 

秋山
あきやま

電気
で んき

株式会社 代表取締役   秋山
あきやま

 範彦
のりひこ

 紋別郡
もんべつぐん

滝 上 町
たきのうえちょう

 

株式会社 北風
きたかぜ

 代表取締役   北風
きたかぜ

 貞夫
さ だお

 砂川市
すながわし

 

株式会社 共和
きょうわ

電工
でんこう

 代表取締役   山内
やまうち

 千寿
ち とし

 岩内郡
いわないぐん

共和町
きょうわちょう

 

大昭
だいしょう

電気
で んき

工業
こうぎょう

株式会社 代表取締役   出村
で むら

 行
ゆき

敬
のり

 帯広市
おびひろし

 

東洋
とうよう

テック電工
でんこう

株式会社 代表取締役   野尻
の じり

  浩
ひろし

 石狩市
いしかりし

 

株式会社 東川
ひがしかわ

電気
で んき

工事
こ うじ

 代表取締役   石澤
いしざわ

 昌
まさ

敏
とし

 上川郡
かみかわぐん

東 川 町
ひがしかわちょう

 

株式会社 藤
ふじ

電気
で んき

 代表取締役社長 須藤
す どう

  讓
ゆずる

 札幌市
さっぽろし

 

山崎
やまざき

電機
で んき

株式会社 代表取締役   山
やま

﨑
ざき

 祐二
ゆ うじ

 上川郡
かみかわぐん

愛別町
あいべつちょう

 

２．個人の部… ７名 

区  分 氏  名 居 住 地 所     属 

主任技術者 

石川
いしかわ

 成
なる

登
と

 北見市
き た み し

 一般財団法人 北海道電気保安協会 

小林
こばやし

 孝
たか

幸
ゆき

 札幌市
さっぽろし

 一般財団法人 北海道電気保安協会 

住吉
すみよし

 保之
やすゆき

 函館市
はこだてし

 一般財団法人 北海道電気保安協会 

浜谷
は まや

 信
のぶ

英
ひで

 苫小牧市
と まこまい し

 一般社団法人 北海道電気管理技術者協会 

村島
むらしま

 光
みつ

泰
やす

 札幌市
さっぽろし

 一般社団法人 北海道電気管理技術者協会 

電気工事士 
近藤
こんどう

 恒樹
つ ねき

 小樽市
お た る し

 有限会社 近藤
こんどう

電機
で んき

 

春木
は るき

  一
はじめ

 室蘭市
むろらんし

 有限会社 春
しゅん

栄
えい

電気
で んき

工事
こ うじ

 

 

以上 
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 Ⅰ．事業内容 

○ 電気に関する技術・知識の普及啓発及び広報   
○ 電気に関する顕彰 
○ 電気に関する技術者及び研究者の養成 
○ その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 Ⅱ．一般社団法人 日本電気協会 機構図   Ⅲ．会 員 

本会の目的に賛同して入会する個人、 

 法人又は団体とし、資格等は問いません。 

  

＜ 個人会員 ＞ 

☆入会金      ３,０００円 

☆年会費 １口 １０,０００円 

＜ 法人(正)会費 ＞ 

☆入会金    １０,０００円 

☆年会費 １口 １０,０００円 

 

Ⅳ．会員特典 

１． 支部主催の技術者講習会を会員割引で受講できます。（一部講習会を除く） 

２． 次の機関誌が隔月会員の方へ無料で配布されます。 

○ 『北海道のでんき』（北海道支部発行） 

○ 『電 気 協 会 報』（日本電気協会発行）  

３． 会員及び会員会社の従業員の方は、支部主催の講演会・見学会等の催しに参加できます。 

４． 会員会社の電気関係業務従業員の方は、会社からの推薦により、人材育成功労者表彰、発明・発見等

の考案者表彰を受けることができます。 （考案者表彰は広く会員以外も対象として選考し、表彰しています） 

５.  電気関係の安全教育ビデオの無料貸出し（１週間）をしています。 

６． 日本電気協会発行の書籍雑誌類購入の取り次ぎをしています。 

Ⅴ．入会申込先 

 

060-0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館４階 

TEL 011- 221- 2759  FAX 011- 222- 6060 

北海道支部 

地方支部（１０支部） 

東北支部 

関東支部 

中部支部 

北陸支部 

関西支部 

中国支部 

四国支部 

九州支部 

沖縄支部 

本  部 総  会 
個人正会員 

法人（正）会員 

参 与 

監 事 

会 長 
副会長 

常勤役員 

理 事 

理 事 会 

一般社団法人 日本電気協会 北海道支部 
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（公社）日本電気技術者協会 

 
 
 

 

 

１．はじめに 

 電気は日常生活から産業活動に至るまで、現代社会において経済・社会の発展には必要不可欠

なものとなっています。そして、電気の安全かつ高度な利用に加え、省エネルギーや効率的な電

気の利用および再生可能な新エネルギーの活用、さらに環境対策の一層の推進が必要となってき

ており、電気技術者の技術能力の向上・役割・責任が一層大きくなっています。 

（公社）日本電気技術者協会（以下「当協会」）は、電気主任技術者をはじめとする多くの電気

技術者の方々へ、電力技術や関係法令等の正確な情報を提供するとともに、電気技術者の自己研

鑽と相互交流を図り、技術力向上をサポートするなど、情報提供、啓発支援、会員交流等の活動

を通し、支援しています。 

 以下に当協会の概要・活動内容等をご紹介させていただきますので、ご理解を頂き、ご入会い

ただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

２．当協会の組織概要 

 当協会は、①電気技術者の相互啓発 ②後進の指導育成 ③電気技術の普及発達を図り、産業

振興に寄与することを目的として昭和３０年３月通商産業大臣より電気主任技術者の国家資格取

得者を主体とする社団法人として設立許可され、また、平成２５年４月１日から公益社団法人に

移行し、本部（東京）と各地域を網羅する全国９支部で構成されています。 

 【本部所在地】 

  〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目５－３ 後楽国際ビル２階 

     電話：(03)3816-6151   ホームページ：http://www.jeea.or.jp 

 

 【北海道支部所在地】 

  〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東１丁目２番地  

北海道電力ネットワーク(株)配電部 設備企画グループ内 

        電話：(011)251-4437   Ｅ－ｍａｉｌ：jeea-hokkaido@mb.snowman.ne.jp 

ホームページ：http://www2.snowman.ne.jp/~jeea-hokkaido/index.htm
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３．会員種別 

  正 会 員第１種・第２種・第３種電気主任技術者有資格者、許可主任技術者、第１種 

      電気工事士、エネルギー管理士（電気部門）、技術士（電気電子部門）、 

      １・２級電気工事施工管理士、電気工学科の教師など 

  特別会員学識経験者など、理事会の承認を得た方 

  維持会員電気技術、電気技術行政に理解があり、当協会の事業に協力する法人・団体 

  準 会 員正会員の資格を有しない方で、電気技術を習得中の方 

 

 

４．年会費 

  正 会 員（年払い）  １２，０００（円／年）   

  正 会 員（一時払い） 正会員のうち、金額を一時払いした方は、以後正会員の 

             会費の納入は不要です。詳しくは本部のＨＰをご覧下さい。 

  維持会員       ３０，０００（円／口／年）  

  準 会 員        ９，０００（円／年）  

   

 

５．協会の活動と会員のメリット 

① 会誌「電気技術者（月刊）」の無料配布 

最新技術・現場技術の紹介、法令改正等の解説、事故事例・失敗事例の紹介、会員の投稿論

文、電験合格体験談等を掲載しています。 

② 各種研修会、見学会等の開催 

設備見学会、電気主任技術者セミナー等を随時開催しています。（支部によって実施内容に

差異があります） 

③ 電気技術に関する無料相談窓口を設置 

電気技術者としての業務遂行上の技術的な事項、電気関係法令に関する事項、電気主任技術

者試験受験に関する事項等について当協会の「専門委員」がアドバイスいたします。 

④ 相互交流による技術力向上 

会誌、ホームページ、各種講習会、懇談会等の場を通じて情報提供や意見交換を行っていま

す。 

⑤ 協会発行図書の割引頒布 

様々な役立つ書籍を割引頒布しています。
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６．北海道支部の活動 

・ 通常支部大会、見学会（５月） 

・ 自家用電気主任技術者会議、懇談会、見学会（１０月） 

・ 電気安全セミナー（２月） 

・ 支部長表彰、会長表彰候補者の募集（通年） 

 

７．地区事務局 

 北海道支部では、全道７箇所に地区事務局を設置し、上記の活動以外に各地区においても、地

区総会・懇談会・研修会等の活動を展開しています。 

 【地区事務局所在地】 

 郵便番号 住所 電話番号 

旭

川 
070-8678 

旭川市４条通１２丁目１４４４－１ 

北海道電力ネットワーク(株)  

旭川支店 配電部 配電工事グループ内 

(0166)23-1063 

北

見 
090-8691 

北見市北８条東１丁目２－１ 

北海道電力ネットワーク(株)  

北見支店 配電部 配電グループ内 

(0157)26-1132 

札

幌 
060-0041 

札幌市中央区大通東１丁目２番地 

北海道電力ネットワーク(株)  

札幌支店 配電部 配電技術グループ内 

(011)251-4832 

釧

路 
085-8668 

釧路市幸町８丁目１ 

北海道電力ネットワーク(株)  

釧路支店 配電部 配電グループ内 

(0154)23-6136 

帯

広 
080-8660 

帯広市西５条南７丁目２－１ 

北海道電力ネットワーク(株)  

帯広支店 配電部 配電グループ内 

(0155)24-6584 

室

蘭 
050-0082 

室蘭市寿町１丁目６－２５ 

北海道電力ネットワーク(株)  

室蘭支店 配電部 配電グループ内 

(0143)47-1124 

函

館 
040-8670 

函館市千歳町２５－１５ 

北海道電力ネットワーク(株)  

函館支店 配電部 配電グループ内 

(0138)22-2547 

  

 

８．入会手続き 

① 入会申込書に必要事項を記入の上、本部まで送付願います。 

（入会申込書は、本部・支部それぞれのホームページからダウンロードも可能です。） 

② 申込書と同時に会費を送金願います。送金は郵便振替をご利用下さい。 

 （口座番号：００１５０－０－２０９６９） 

 

 ①②の手続きが確認でき次第、会員証を本部からお送りいたします。
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    令和  年  月  日 

入 会 申 込 書 
 

公益社団法人日本電気技術者協会 会長 宛 

（ 正会員 ・ 準会員 ）として入会します。 

左欄 氏 名 （ フ リ ガ ナ ） （           ） 

 

生 年 月 日 昭和・平成   年   月   日        男 ・ 女 

自 宅 住 所 
〔〒    －      〕           電話番号    －    － 

 

 勤

務

先 

名 称  

  

所 属 ・ 職 名  電気保安業務 はい・いいえ 

所 在 地 
〔〒    －      〕           電話番号    －    －  

 

送

付

先 

会誌・総会案内等 １．自宅  ２．勤務先  

ア ン ケ ー ト 

メ ル マ ガ 等 

E-MAIL ｱﾄﾞﾚｽ： 

メルマガの希望  １．希望する  ２．希望しない 

 

（

番

号

を

○

で

囲

む

） 

入

会

時

の

取

得

資

格 

正

会

員 

電 気 主 任 

技術者資格 

１：第三種   取得年度 S･H･R    年    a：試験  b：その他 

２：第二種   取得年度 S･H･R    年    a：試験  b：その他 

３：第一種   取得年度 S･H･R    年    a：試験  b：その他 

電 気 主 任 

技術者資格 

以外の私学 

４：第一種電気工事士 ７：エネルギー管理士(電気部門) 10：学位：教授（電気工学） 

５：１級施工管理士 ８：技術士（電気電子部門） 11：その他 

(                   ) ６：２級施工管理士 ９：許可主任技術者 

準 会 員 12：第二種電気工事士 13：1～12 以外の資格（            ） 

  出 身 学 校 （ 学 科 ） 〔          年卒〕 

 入 会 動 機  

 協 会 へ の 期 待  

 
会 誌 「 電 気 技 術 者 」 
の 希 望 記 事  

 
紹

介

者 

氏名（フリガナ） （            ） 

現 職  
 

  

公益社団法人日本電気技術者協会   ＦＡＸ：０３－３８１６－６８２３ 
〒１１２－０００４ 東京都文京区後楽一丁目５番３号 後楽国際ビル ２階 

       http：//www.jeea.or.jp       電話：03-3816-6151（代） 
 

【記入にあたって】 

★電気技術者の資格等を把握して、協会の事業に反映するため、可能な限りご記入されるようお願いします。 

★ご記入戴いた個人情報は、次に記載した取扱いを行いますので、ご承知おき下さい。 

 １．協会は、法令の規定により「会員氏名」を公表します。 

 ２．入会者は､直近の会誌「電気技術者」の「新入会員紹介」欄に「所属支部」と「氏名」を掲載致します｡その際､上記申込
書の太線枠内の情報も要約して掲載しますが､掲載を望まない場合は､｢左欄｣ の当該白枠に｢×｣印を記入して下さい｡ 

 ３．協会の運営に必要な次の業務に使用します｡ 

(1) 社員総会等の開催通知    (2) 会費の請求    (3) 会誌「電気技術者」､「支部報」等の出版物の送付 
(4) 電気主任技術者会議､セミナー､講演会等､研修会･講習会､見学会等の通知     (5) 会長表彰､支部長表彰等の選考 
(6) 褒章及び叙勲､電気保安功労者表彰､澁澤賞等の推薦              (7) 電気技術者の実態調査表の送付     
(8) 電気技術者の統計            (9) 会員名簿の作成・配布 ( 作成する場合は､情報開示の確認を､別途行います｡ )

申込先 
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１．理論一般 

・定電圧源と定電流源の意味と使い方 ・力率改善と経済効果 ・対称座標法   他 

２．計測・試験 

・絶縁抵抗と絶縁耐力 ・絶縁抵抗測定の要領 ・トランジスタの構造と基本特性 他 

３．発電・変電 

・電力系統の電圧・無効電力制御 ・太陽光発電システム ・風力発電システム   他 

４．送電・配電 

・電磁誘導障害と静電誘導障害 ・中性点接地方式 ・電線接続の基本事項    他  

５．受電設備 

・変圧器の電圧変動率と損失及び効率計算 ・自家用電気設備の点検のポイント  他 

６．構内配線 

・力率改善はどのように行うのが良いか ・低圧回路の地絡トラブル時の対処法  他 

７．機器材料 

・誘導電動機の各種始動法の特徴  ・電線の太さは何によって決めるか     他 

８．保護装置 

・６ｋV 配電系統の地絡検出と保護 ・地絡方向継電器の方向判別機能と入力極性 他 

９．電力応用 

・電食のはなし  ・誘導電動機の可変速制御  ・据置蓄電池         他 

10．電気安全 

・感電災害の防止対策  ・作業用接地  ・電気安全作業のための保護具    他 

11．法規 

・電気設備技術基準・解釈の解説    ・消防用設備等の非常電源について   他 

12．電験受験 

・電験２種「機械」（同期発電機の電機子反作用、直流電動機の速度制御）        

・電験２種「理論」、「電力」、「法規」  ・Ｃ言語の基礎（１）（２） 

・フリップフロップとカウンタ  ・インバータとコンバータ          他 

    

  

 

 

 

(公社)日本電気技術者協会ホームページよりアクセス！ 
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日本電気協会 北海道支部 行 

FAX 011-222-6060   （℡ 011-221-2759  〒060-0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地） 

ご注文部数 
DVD 新・低圧電気取扱の基礎知識 全 5 巻 本  

DVD  本  

貴社(団体)名・部署  

ご送付先住所 〒 

ご担当者名  

ご連絡先 ℡                       E-mailｱﾄ゙ ﾚｽ 

連  絡  欄  
本会発行図書のご案内をダイレクトメールや E メールでお送りさせていただく場合がございます。 

ご不要な場合は☑を付けてください。⇒ □ 
➢ 本と同封で請求書・振込用紙を送付いたしますので、代金は到着後お振込みください。 
  なお、ご注文の内容等により、代金の前払いをお願いする場合がございます。またご注文後のキャンセルはお受けできません。 
➢ 送料は全国一律 600 円(税込)を頂戴いたします。 

 

注文書 
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